


「働き方」が    変わります！！ 特定社会保険労務士
キャリアコンサルタント
産業カウンセラー
比嘉 正人氏

働
き
方
改
革
の
目
指
す
も
の

「
働
き
方
改
革
」
は
、
働
く
人
が
個
々
の
事

情
に
応
じ
た
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
を
、
自
分

で
「
選
択
」
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
改
革

で
す
。

そ
れ
は
、
日
本
が
直
面
す
る
「
少
子
高
齢
化

に
伴
う
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
」、「
働
く
人
の

ニ
ー
ズ
の
多
様
化
」
な
ど
の
課
題
に
対
応
し
、

生
産
性
を
高
め
る
た
め
に
新
た
な
設
備
投
資
や

Ｂ
Ｐ
Ｒ
（
ビ
ジ
ネ
ス
・
プ
ロ
セ
ス
・
リ
エ
ン
ジ

ニ
ア
リ
ン
グ
）
な
ど
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
図

る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、
働
く
人
の
就
業
機
会

の
拡
大
や
意
欲
・
能
力
を
存
分
に
発
揮
で
き
る

環
境
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。

働
く
人
の
置
か
れ
た
個
々
の
事
情
に
応
じ
、

多
様
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る
社
会
を
実
現

し
、
成
長
と
分
配
の
好
循
環
を
構
築
す
る
こ
と

で
、働
く
人
一
人
ひ
と
り
が
よ
り
働
き
や
す
く
、

明
る
い
将
来
の
展
望
を
持
て
る
よ
う
に
す
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
に
な
る

の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
国
際
的
な
視
点
で

見
た
日
本
の
労
働
生
産
性
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

米
国
の
あ
る
調
査
会
社
が
世
界
１
３
９
か
国

の
企
業
の
従
業
員
の
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト
（
仕

事
へ
の
熱
意
度
）
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、「
熱

意
あ
ふ
れ
る
社
員
」
の
割
合
は
、
米
国
が
32
％

な
の
に
対
し
、日
本
は
わ
ず
か
６
％
に
過
ぎ
ず
、

調
査
し
た
１
３
９
か
国
の
な
か
で
１
３
２
位
と

最
下
位
級
で
し
た
。
し
か
も
日
本
は
「
や
る
気

の
な
い
社
員
」
が
70
％
に
達
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

日
本
で
は
、
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
の
経
済
低
迷

で
、
長
く
働
い
て
も
賃
金
が
上
が
る
と
は
限
ら

な
く
な
り
、
士
気
は
上
が
り
づ
ら
い
状
況
に
あ

り
ま
す
。
企
業
の
生
産
性
を
高
め
る
に
は
、
社

員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
こ
と
が
急
務

で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

あ
ら
た
め
て
「
働
き
方
改
革
」
の
ポ
イ
ン
ト

を
見
て
み
る
と
、
①
長
時
間
労
働
の
是
正
、
②

多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
、
③
公
正
な
待
遇
へ
改

善
（
同
一
労
働
・
同
一
賃
金
）、
④
従
業
員
の

健
康
確
保
（
産
業
医
・
産
業
保
健
機
能
の
強
化
）

等
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

働
き
方
改
革
関
連
法
に

違
反
す
る
と
？

企
業
に
と
っ
て
、
事
業
を
運
営
す
る
う
え
で

気
に
な
る
点
は
、「
罰
則
が
伴
う
」
こ
と
で
す
。

こ
れ
ま
で
通
達
や
基
準
レ
ベ
ル
で
の
取
り
決
め

が
、
法
律
に
格
上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
当

然
法
律
違
反
は
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

営
業
車
を
運
転
中
、
携
帯
電
話
を
使
用
す
る

と
６
、０
０
０
円
の
反
則
金
が
課
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
道
路
交
通
法
で
、
運
転
中
は
携
帯
を
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
と
決
め
て
い
る
か
ら
で
、

法
律
違
反
で
す
か
ら
当
然
で
す
。
ま
た
、
法
律

は
「
知
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
は
通
用
し
ま
せ
ん
。

労
働
法
で
も
す
ぐ
に
罰
則
が
適
用
さ
れ
る
か

が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
昨
年
12
月
に
厚

労
省
か
ら
公
開
さ
れ
た
年
休
に
関
す
る
詳
細
資

料
の
Ｑ
＆
に
よ
る
と
、「
労
働
基
準
監
督
署
の

監
督
指
導
に
お
い
て
、
法
律
違
反
が
認
め
ら
れ

た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
是
正
に
向
け
て

丁
寧
に
指
導
し
、
改
善
を
図
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
」
と
あ
り
ま
し
た
。

ま
だ
前
例
は
な
い
の
で
明
確
に
言
え
ま
せ
ん

が
是
正
指
導
の
の
ち
、
改
善
の
見
込
み
が
な
い

と
み
な
し
た
場
合
に
罰
則
適
用
と
な
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
労
働
行
政
の
指
導

の
流
れ
は
変
わ
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の

働
き
方
改
革

経
営
者
の
方
や
人
事
・
労
務
管
理
を
担
当
し

て
い
る
方
に
と
っ
て
は
、
前
述
し
た
課
題
へ
の

対
応
が
人
材
を
確
保
し
企
業
経
営
を
維
持
す
る

と
い
う
大
き
な
経
営
問
題
で
あ
る
と
い
う
認
識

は
あ
る
一
方
で
、
そ
の
具
体
的
な
対
応
に
つ
い

て
は
は
っ
き
り
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
つ
か
み
に

く
く
、「
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」

「
コ
ス
ト
が
か
か
る
の
で
は
」「
そ
ん
な
余
裕
は
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「働き方」が    変わります！！ 特定社会保険労務士
キャリアコンサルタント
産業カウンセラー
比嘉 正人氏

な
い
」
と
い
う
悩
み
の
種
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
働
き
方
改
革
」
が
「
働
か
な
い
改
革
」
に
な

ら
な
い
か
？
悩
み
は
尽
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

「
働
き
や
す
さ
」「
働
き
が
い
」
は
人
そ
れ
ぞ

れ
で
す
が
、「
働
き
方
改
革
」
で
最
も
大
切
な

こ
と
は
「
人
を
大
切
に
す
る
」
職
場
に
す
る
こ

と
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
適
切
な
労
務
管
理
を

行
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
複
雑
な
人
事
制
度
設
計
で

あ
っ
た
り
、
莫
大
な
金
額
の
設
備
投
資
の
よ
う

な
ハ
ー
ド
ル
は
な
く
、
働
く
人
が
安
心
し
て
い

き
い
き
と
働
く
こ
と
が
で
き
る
職
場
環
境
を
確

保
す
る
た
め
の
工
夫
を
行
う
こ
と
。つ
ま
り「
人

を
大
切
に
す
る
職
場
」「
魅
力
あ
る
職
場
」
づ

く
り
に
取
り
組
む
こ
と
が
「
働
き
方
改
革
」
へ

適
切
に
対
応
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

職
場
環
境
の
改
善
な
ど
の
「
魅
力
あ
る
職
場

づ
く
り
」
が
人
手
不
足
解
消
に
つ
な
が
る
こ
と

か
ら
、
人
手
不
足
感
が
強
い
中
小
企
業
・
小
規

模
事
業
者
に
お
い
て
は
、生
産
性
向
上
に
加
え
、

「
働
き
方
改
革
」
に
よ
る
魅
力
あ
る
職
場
づ
く

り
が
重
要
で
す
。
取
り
組
み
に
当
た
っ
て
は
、

「
意
識
の
共
有
が
さ
れ
や
す
い
」
な
ど
、
中
小

企
業
・
小
規
模
事
業
者
だ
か
ら
こ
そ
の
強
み
も

あ
り
ま
す
。「
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
」
→
「
人

材
の
確
保
」
→
「
業
績
の
向
上
」
→
「
利
益

増
」
の
好
循
環
を
つ
く
る
た
め
、「
働
き
方
改

革
」
に
よ
り
魅
力
あ
る
職
場
づ
く
り
を
目
指
し

ま
し
ょ
う
。

主要改正事項と施行スケジュール

①　労働基準法（改正事項と改正時期）
ʓϑϨοΫελΠϜ੍ͷਗ਼ؒظࢉͷ্ݶΛ࠷̏ϲ݄·ͰԆʜʢ��19年4݄1ʣ
ʓؒ࣌֎࿑ಇͷ্੍نݶͷݟ͠ɿ࿑ڠఆͷ্ݶʢ݄1ؒ࣌��ະຬɺ年7ؒ࣌��ҎԼʣ࣮࿑ಇͷ্
ɿ����年4݄1ʣۀاɿ��19年4݄1ɾதখۀاະຬʣʜʢେؒ࣌��ۉະຬɺ平ؒ࣌��ʢ݄1ݶ
ʓׂ૿ۚʢ݄ؒ࣌�����ʣʹؔ͢Δதখۀا༛༧ાஔʜʢதখۀاɿ���3年4݄1ʣ
ʓ༻ऀ͔Βͷ年࣍༗ٳڅՋͷࢦق࣌ఆٛʜʢ��19年4݄1ʣ

②　労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（改正事項と改正時期）
　　ʓۈؒ࣌Πϯλʔόϧͷීٴଅਐʢྗٛʣʜʢ��19年4݄1ʣ

③　安全衛生法（改正事項と改正時期）
ʓۀ࢈ҩɾۀ࢈อػݥͷධՁ　
ɺύιίϯͳͲهɺλΠϜΧʔυʹΑΔٛڙΔใͳͲͷఏؔ͢ʹؒ࣌ҩ࿑ಇऀͷ࿑ಇۀ࢈　
ͷిؒ࣌༺ثػࢠʢϩάΠϯϩάΞτ·Ͱͷؒ࣌ʣͷه؍٬తํ๏Ͱͷཧదͳํ๏
ʹΑΓ࿑ಇؒ࣌ͷঢ়گΛѲ͚ٛŋŋŋʢ��19年4݄1ʣ

④　労働契約法・パートタイム労働法（改正事項と改正時期）
ʓʮಉҰ࿑ಇಉҰۚʯਖ਼ࣾһͱɺʮύʔτʯň༗ܖظŉ ͷෆ߹ཧͳ۰ࠩͷࢭېʜʢେۀاɿ
����年4݄1ɾதখۀاɿ���1年4݄1ʣ
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 ＼年金事務所からの  お知らせです。／   

従業員が異動した場合 【被扶養者（異動）届記載例】

用紙はホームページから！（日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/）

ࣦಧଟͷ߹$%ɾ%7%Ͱͷಧग़ՄͰすɻ֨ࢿऔಘಧ֨ࢿ

従業員を採用した場合 【資格取得届記載例】

従業員が退職した場合 【資格喪失届記載例】

※被扶養者の保険証もすべて添付します。
70歳以上の方は高齢受給者証も添付します。

退職した日の翌日を記入する
60日以上さかのぼるときは賃金台帳、
出勤簿の写（役員は議事録も）添付

退職日を記入

年 金4 6 花 子
ネン キン ハナ コ

8 2 0 1 あああ 0 1 2 3 4

5

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 3 1 0 4 0 1

31 ３

１
０

31

0 0 9 1 1

お問い合わせ先は
֤ۚࣄ務ॴͷద༻ௐ ʢࠪऩʣ՝Ͱ͢ɻ
ɹɹʢࣗಈԻҊ3番→2番ʣ

ಹ 098-855-1111
0980-52-2522

ಹ
ޢ໊

Ӝఴ 098-877-0343
ฏྑ 0980-72-3650

ίβ 098-933-2267
ੴ֞ 0980-82-9211

万

フリガナ、新旧漢字を楷書で記入
（年金手帳の漢字が違っている
場合は氏名変更届を提出）

個人番号もしくは年金手帳を確認して記入
年ۚखாΛฆࣦͷͱ͖ʮ年ۚखாަ࠶
ਃॻʯΛಉ࣌ఏग़ɻఴ͕ͳ͚Ε֨ࢿऔ
ಘಧΛडཧͰ͖·ͤΜɻ

支給総額の見込み額
̍ϲ݄ͷڅ༩ࢧࠐݟΈֹΛهೖ

アパートやマンション名の
フリガナは必ず記入

受付日より60日以上さかのぼると
きは、取得した月の賃金台帳、出勤
簿の写（役員は議事録も）を添付

　個人番号を記入せず、住所欄に住所を記入する場合で、住民票上の住所を記入でき
ない場合は、『理由』欄に住民票上の住所を記入できない理由に◯をつけてください。
　住民票住所以外の居所等の登録を希望の場合は、別途『被保険者住所変更届』を
提出してください。

もれのないように

8 2 0 1

年 金 一 郎

あああ 0

ネン キン イチ ロウ

1 2 3 4

5 2 0 9 1 6

3 11

198 000
1 9 8 0 0 00

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 4 0 1

·ओ̑Ҏʹ『健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届』Λఏग़͠ͳ͚ΕͳΓۀࣄ　
ͤΜɻ·ͨɺැཆऀ͕͍Δ߹ಉ࣌ʹʰ݈߁อݥඃැཆऀʢҟಈʣಧʱඞཁʹͳΓ·͢ɻ

ओ̑Ҏʹ『健康保険・厚生年金保険　被保険者資格喪失届』Λఏग़͠ͳ͚ΕͳΓۀࣄ
·ͤΜɻͦ ͷࡍඞ݈ͣ߁อূݥΛఴ˞͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻఴͰ͖ͳ͍߹h ඃอऀݥ
ূ໓ࣦಧ ·ɦͨh ඃอূऀݥճऩෆಧ Λɦఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ·ͨɺ݈ ɺ資͍ͯͭʹূݥอ߁
格を喪失した日から無効ʹͳΓ·͢ɻ

ැཆೝఆΛड͚Δํͷଓฑ年ؒऩೖΛ֬ೝ͢ΔͨΊఴॻྨҰཡͷ͏ͪɺැཆೝఆΛड͚
Δํ͕ඃอऀݥͱಉ͍ͯ͠ډΔͱ͖߲൪1ɾ�Λɺผ͍ͯ͠ډΔͱ͖߲൪1ɾ̎ɾ̏Λఴ
͍ͯͩ͘͠͞ɻ

「高１、大学２」など
学生の場合は学年を記入 失業保険、年金など退職の翌日、出生日 もれのないように

8 2 0 1 あ あ あ

年 金

年 金 花 子
✓

一 郎
ネン

ネン

年 金
ネン

太 郎
タキン ロウ

年 金
ネン

年 子

トシキン コ

キン ハナ コ

キン イチ ロウ

3 1 0 4 0 1

3 1 0 4 0 1

3 1 0 4 0 1

3 1 0 4 0 1

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

2 0 9 1 6

5 0 0 9 1 1

1

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

9 1 2 0 1

2 0 1 0 2 6

2 80 万

106
万

73
年金

0

＜添付書類等一覧＞

ͷ͍ͣΕ͔࣍
ɾށ੶౽ຊ·ͨށ੶ঞຊ
ɾॅຽථ
ʢఏग़͔Β9�Ҏʹൃ͞ߦΕͨͷΛ
ఏग़͍ͯͩ͘͠͞ʣ

年ؒऩೖ͕ʮ13�ສԁະຬʯͰ͋Δ͜ͱΛ
֬ೝͰ͖Δ՝੫ূ໌ॻͷॻྨ

ૹֹ͕֬ೝͰ͖Δॻྨͱ࣮ࣄૹΓͷ
ɾৼࠐͷ߹�ʜ�༬ۚ௨ாͷࣸ͠
ɾૹۚͷ߹�ʜۚݱ�ॻཹͷ͑߇ʢࣸ͠ʣ

ͷ͍ͣΕʹ֘͢Δͱ͖࣍
ɾඃอऀݥͱැཆೝఆΛड͚ΔํͦΕͧΕͷϚΠφϯόʔ͕ಧॻʹه
Ε͍ͯΔ͜ͱ͞ࡌ

ɾهࠨॻྨʹΑΓɺැཆೝఆΛड͚Δํͷଓฑ͕ಧॻͷࡌهͱ૬ҧͳ͍
͜ͱ֬ೝͨ͠ࢫΛۀࣄओ͕ಧॻʹ͍ͯ͠ࡌهΔ͜ͱ

ɾැཆೝఆΛड͚Δํ͕ɺॴಘ੫๏্ͷ߇আରͷऀۮ·ͨැཆ
Ͱ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͨ͠ࢫΛۀࣄओ͕ಧॻʹ͍ͯ͠ࡌهΔͱ͖

ɾ1ࡀ�ະຬͷͱ͖

ɾ1ࡀ�ະຬͷͱ͖
ɾ1ࡀ�Ҏ্ͷֶੜͷͱ͖

項番

1

�

3

添付書類 目的

ଓฑͷ
֬ೝ

ऩೖͷ
֬ೝ

添付の省略ができる場合

ඃอऀݥͱැཆೝఆΛड͚Δํͷݸਓ൪߸͕͞ࡌهΕɺԼ
ཝͷߟओ͕ଓฑΛ֬ೝ͠ɺඋۀࣄఴॻྨҰཡʹΑΓه
ʮଓฑ֬ೝࡁΈʯͷ˘ʹ✓Λ͍ͯ͠Δ߹ɺଓฑͷ֬ೝ
ʹ͔͔ΔఴॻྨෆཁͰ ʢ͢ԑؔΛআ͘ʣ
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 ＼年金事務所からの  お知らせです。／   

従業員が異動した場合 【被扶養者（異動）届記載例】

用紙はホームページから！（日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/）

ࣦಧଟͷ߹$%ɾ%7%Ͱͷಧग़ՄͰすɻ֨ࢿऔಘಧ֨ࢿ

従業員を採用した場合 【資格取得届記載例】

従業員が退職した場合 【資格喪失届記載例】

※被扶養者の保険証もすべて添付します。
70歳以上の方は高齢受給者証も添付します。

退職した日の翌日を記入する
60日以上さかのぼるときは賃金台帳、
出勤簿の写（役員は議事録も）添付

退職日を記入

年 金4 6 花 子
ネン キン ハナ コ

8 2 0 1 あああ 0 1 2 3 4

5

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 3 1 0 4 0 1

31 ３

１
０

31

0 0 9 1 1

お問い合わせ先は
֤ۚࣄ務ॴͷద༻ௐ ʢࠪऩʣ՝Ͱ͢ɻ
ɹɹʢࣗಈԻҊ3番→2番ʣ

ಹ 098-855-1111
0980-52-2522

ಹ
ޢ໊

Ӝఴ 098-877-0343
ฏྑ 0980-72-3650

ίβ 098-933-2267
ੴ֞ 0980-82-9211

万

フリガナ、新旧漢字を楷書で記入
（年金手帳の漢字が違っている
場合は氏名変更届を提出）

個人番号もしくは年金手帳を確認して記入
年ۚखாΛฆࣦͷͱ͖ʮ年ۚखாަ࠶
ਃॻʯΛಉ࣌ఏग़ɻఴ͕ͳ͚Ε֨ࢿऔ
ಘಧΛडཧͰ͖·ͤΜɻ

支給総額の見込み額
̍ϲ݄ͷڅ༩ࢧࠐݟΈֹΛهೖ

アパートやマンション名の
フリガナは必ず記入

受付日より60日以上さかのぼると
きは、取得した月の賃金台帳、出勤
簿の写（役員は議事録も）を添付

　個人番号を記入せず、住所欄に住所を記入する場合で、住民票上の住所を記入でき
ない場合は、『理由』欄に住民票上の住所を記入できない理由に◯をつけてください。
　住民票住所以外の居所等の登録を希望の場合は、別途『被保険者住所変更届』を
提出してください。

もれのないように

8 2 0 1

年 金 一 郎

あああ 0

ネン キン イチ ロウ

1 2 3 4

5 2 0 9 1 6

3 11

198 000
1 9 8 0 0 00

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 4 0 1

·ओ̑Ҏʹ『健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届』Λఏग़͠ͳ͚ΕͳΓۀࣄ　
ͤΜɻ·ͨɺැཆऀ͕͍Δ߹ಉ࣌ʹʰ݈߁อݥඃැཆऀʢҟಈʣಧʱඞཁʹͳΓ·͢ɻ

ओ̑Ҏʹ『健康保険・厚生年金保険　被保険者資格喪失届』Λఏग़͠ͳ͚ΕͳΓۀࣄ
·ͤΜɻͦ ͷࡍඞ݈ͣ߁อূݥΛఴ˞͠ͳ͚ΕͳΓ·ͤΜɻఴͰ͖ͳ͍߹h ඃอऀݥ
ূ໓ࣦಧ ·ɦͨh ඃอূऀݥճऩෆಧ Λɦఏग़ͯ͠Լ͍͞ɻ·ͨɺ݈ ɺ資͍ͯͭʹূݥอ߁
格を喪失した日から無効ʹͳΓ·͢ɻ

ැཆೝఆΛड͚Δํͷଓฑ年ؒऩೖΛ֬ೝ͢ΔͨΊఴॻྨҰཡͷ͏ͪɺැཆೝఆΛड͚
Δํ͕ඃอऀݥͱಉ͍ͯ͠ډΔͱ͖߲൪1ɾ�Λɺผ͍ͯ͠ډΔͱ͖߲൪1ɾ̎ɾ̏Λఴ
͍ͯͩ͘͠͞ɻ

「高１、大学２」など
学生の場合は学年を記入 失業保険、年金など退職の翌日、出生日 もれのないように

8 2 0 1 あ あ あ

年 金

年 金 花 子
✓

一 郎
ネン

ネン

年 金
ネン

太 郎
タキン ロウ

年 金
ネン

年 子

トシキン コ

キン ハナ コ

キン イチ ロウ

3 1 0 4 0 1

3 1 0 4 0 1

3 1 0 4 0 1

3 1 0 4 0 1

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

2 0 9 1 6

5 0 0 9 1 1

1

3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

9 1 2 0 1

2 0 1 0 2 6

2 80 万

106
万

73
年金

0

＜添付書類等一覧＞

ͷ͍ͣΕ͔࣍
ɾށ੶౽ຊ·ͨށ੶ঞຊ
ɾॅຽථ
ʢఏग़͔Β9�Ҏʹൃ͞ߦΕͨͷΛ
ఏग़͍ͯͩ͘͠͞ʣ

年ؒऩೖ͕ʮ13�ສԁະຬʯͰ͋Δ͜ͱΛ
֬ೝͰ͖Δ՝੫ূ໌ॻͷॻྨ

ૹֹ͕֬ೝͰ͖Δॻྨͱ࣮ࣄૹΓͷ
ɾৼࠐͷ߹�ʜ�༬ۚ௨ாͷࣸ͠
ɾૹۚͷ߹�ʜۚݱ�ॻཹͷ͑߇ʢࣸ͠ʣ

ͷ͍ͣΕʹ֘͢Δͱ͖࣍
ɾඃอऀݥͱැཆೝఆΛड͚ΔํͦΕͧΕͷϚΠφϯόʔ͕ಧॻʹه
Ε͍ͯΔ͜ͱ͞ࡌ

ɾهࠨॻྨʹΑΓɺැཆೝఆΛड͚Δํͷଓฑ͕ಧॻͷࡌهͱ૬ҧͳ͍
͜ͱ֬ೝͨ͠ࢫΛۀࣄओ͕ಧॻʹ͍ͯ͠ࡌهΔ͜ͱ

ɾැཆೝఆΛड͚Δํ͕ɺॴಘ੫๏্ͷ߇আରͷऀۮ·ͨැཆ
Ͱ͋Δ͜ͱΛ֬ೝͨ͠ࢫΛۀࣄओ͕ಧॻʹ͍ͯ͠ࡌهΔͱ͖

ɾ1ࡀ�ະຬͷͱ͖

ɾ1ࡀ�ະຬͷͱ͖
ɾ1ࡀ�Ҏ্ͷֶੜͷͱ͖

項番

1

�

3

添付書類 目的

ଓฑͷ
֬ೝ

ऩೖͷ
֬ೝ

添付の省略ができる場合

ඃอऀݥͱැཆೝఆΛड͚Δํͷݸਓ൪߸͕͞ࡌهΕɺԼ
ཝͷߟओ͕ଓฑΛ֬ೝ͠ɺඋۀࣄఴॻྨҰཡʹΑΓه
ʮଓฑ֬ೝࡁΈʯͷ˘ʹ✓Λ͍ͯ͠Δ߹ɺଓฑͷ֬ೝ
ʹ͔͔ΔఴॻྨෆཁͰ ʢ͢ԑؔΛআ͘ʣ
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／。෦からのお知らせですࢧձ͚ΜΆԭೄڠ＼

ฏ��のอݥྉ͕มΘΓ·す

ฏ��͔ΒイϯηϯςΟϒ੍Λಋೖ͍ͯ͠·す
�ޙのಓݝอݥྉにөɺපؾの༧・݈ͮ͘߁Γ等のऔΓΈΛॏࢹ

͢·ग़͞Ε͍ͯࢉ͍ͯͮجʹ෦͝ͱͷՃೖऀ༷ͷҩྍඅࢧݝྉɺಓݥอ߁ձ͚ΜΆͷ݈ڠ　
͕ɺকདྷతͳҩྍඅͷదਖ਼ԽͷͨΊɺ平成3�年͔ΒΠϯηϯςΟϒ੍Λಋೖ͍ͯ͠·͢ɻ
　͜ͷ੍ɺݯࡒͱͳΔ݈߁อݥྉʢ平成3�年�.��4ˋʣ͕ઃఆ͞Ε͓ͯΓɺ�年ޙͷ݈߁
อݥྉʹө͞Ε·͢ɻ
　ಓࢧݝ෦͝との特定݈・特定อ݈ࢦಋの࣮施ɺ要ऀྍ࣏のҩྍػ関डׂ߹ɺൃޙҩༀ
の༻ׂ߹ͳͲΛධՁ͠ɺͦの݁Ռ͕ϥϯΩϯάの্Ґաに֘ͨ͠ࢧ෦に͍ͭͯɺࢧ෦͝と
のಘにԠͨ͡ใۚにΑ݈ͬͯ߁อݥྉ͕Ҿ͖Լ͛ΒΕ·すɻ
ग़ۚڌΔͨΊͷ͑ࢧͷҩྍඅΛऀྸߴྉɺՃೖऀ༷ͷҩྍඅʹ�ׂɺݥอ߁ձ͚ΜΆͷ݈ڠ　
ʹ4ׂ͕ΘΕ͍ͯ·͢ɻՃೖऀ༷ɺ͓Ұਓ͓ͻͱΓͷ݈߁ͷੵΈॏͶ͕݈߁อݥྉͷ্ঢΛ͑
Δେ͖ͳྗͱͳΓ·͢ͷͰɺ͝ཧղͱ͝ྗڠΛ͓͍͠ئ·͢ɻ

ྉ͕Ҏݥอޢྉ͓Αͼհݥอ߁෦ͷ平成31年３月分（４月納付分）͔Βͷ݈ࢧձ͚ΜΆԭೄڠ　
Լͷͱ͓Γվఆ͞Ε·͢ͷͰ͓Βͤ͠·͢ɻ
　˞ҙܧଓඃอऀݥͷํͷอݥྉ平成 31年݄̐ 	݄̐ೲ 
͔Βద༻͞Ε·͢ɻ

αʔϏετοϓը໘Ҡಈ͠ɺڙձ͚ΜΆϗʔϜϖʔδͷʮΠϯλʔωοταʔϏεʯ͔Βใఏڠ　
Ϣʔβʔ *%Λਃ͍͍ͨͩͨޙɺڠձ͚ΜΆ͔Β *%Λ༣ૹ͍ͨ͠·͢ɻ

ใఏڙαʔϏεʹϩάΠϯ͠ɺ݈ରऀσʔλΛ
μϯϩʔυ͠·͢ɻ
·ͨσʔλͱซ݈ͤͯਃࠐϑΝΠϧฤूπʔϧʢΦ
ϓςΟ 
Λμϯϩʔυ͠·͢ɻ

ใఏڙαʔϏεʹϩάΠϯ͠ɺ݈ਃࠐϑΝΠ
ϧΛΞοϓϩʔυ ਃࢠి	 
͠·͢ɻ

ฏ��
݈ਃ͠ࠐΈ։࢝ インターネット　ฏ��年�݄��日	݄
ʙ　紙での申込　ฏ��年�݄�日	金
ʙ

˻*%औಘޙ˼

˻保険ྉ・ใ提ڙαʔϏεにؔ͢る͓い合Θͤઌا�ը総άϧʔϓ�ὸ���ô���ô�����˼�

（෦ࢧԭೄ）ྉݥอ߁݈�

行　　ݱ

９.９３％

�հޢอݥྉ（全ࠃҰ）

ฏ���݄
（�݄ೲ）͔ Β

�̕̕ ̑̀

行　　ݱ

１.５７％
ฏ���݄
（�݄ೲ）͔ Β

�̍̓ ̏ˋ

෦ຖʹҟͳΓ·͢ɻࢧݝྉՃೖ͍ͯ͠Δಓݥอ߁݈˞

˞4�ʙ�4ࡀ·Ͱͷํʢհޢอݥୈ̎߸ඃอऀݥʣɺ݈߁อݥྉʹհޢอݥྉ͕ՃΘΓ·͢ɻ

ฏ���生׆श׳ප༧݈ਃࠐの͝Ҋ
ʙイϯターωοトͰ݈のਃࠐΈ͕Ͱ͖·すʙ（事ۀ主）

0.02％引き上げ

0.16％引き上げ
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／。෦からのお知らせですࢧձ͚ΜΆԭೄڠ＼

˔ୀ৬͞ΕΔํ͔ΒอূݥΛ͝ՈのؚΊͯ全ͯճऩ͠ɺ֨ࢿࣦಧʹఴͯ͠�Ҏʹຊ年ۚߏػ
ԬҬࣄηϯλʔఏग़Λ͓͍͠ئ·͢ɻ
˔ୀ৬Λ͞ΕΔํ͕ɺࠃຽ݈߁อݥʹՃೖ͢ΔͨΊͷखଓ͖ΛεϜʔζʹ͑ߦΔΑ͏ɺʮ֨ࢿࣦূ໌ॻʯ
ͷަΛ͓͍͠ئ·͢ɻ

　ୀ৬͞Εͨޙɺʮ݈߁อݥҙܧଓʯʹՃೖ͢Δ߹ɺʮ݈߁อݥҙܧଓඃอ֨ࢿऀݥऔಘਃग़
ॻʯΛୀ৬のཌ͔Β��Ҏʢ��͕ɾॕͷ߹ཌӦۀʣʹ͓ॅ·͍ͷಓݝͷڠ
ձ͚ΜΆࢧ෦͝ఏग़͍ͩ͘͞ɻͳ͓ɺ݄̐૭ޱͷ͕ࠞࡶ༧͞Ε·͢ͷͰɺ༣ૹͰͷखଓ͖ʹ͝ྗڠ
Λ͓͍͠ئ·͢ɻ（༣ૹの߹��Ҏにඞண）
ଓʹ͍ͭͯɺ͝Ճೖͷ߹ʹ͓͍߹Θ͍ͤͩ͘͞ɻܧ߹ʹՃೖ͍ͯ͠Δํͷҙࡁڞ߹·ͨݥอ߁݈˞
˞ҙܧଓอݥྉの্͕ݶඪ準ใुֹ݄��ສԁ͔Β��ສԁにมߋとͳΓ·すɻ

用Ͱ͕ূݥͷอ࣌৬ࡏ Δ͖ͷはɺ退職日まで�Ͱ͢

ᶃୀ৬のཌからอ͕ূݥ༻で͖ͳ͘ͳΔ͜ͱ
ᶄ事ۀ所อূݥのฦ٫͕ඞཁͳ͜ͱ
ᶅୀ৬͞Εͨํࣗ͝でୀ৬ޙの݈߁อݥのબͱखଓ͖͕ඞཁͳ͜ͱ

資格取得ਃ出書等をୀ৬日のཌ日から��Ҏに提出

˞ᶄᶅͷखଓ͖ͲͪΒ͕ઌͰ͍ߏ·ͤΜ

˞ೲݶظ·ͰʹอݥྉΛೲ͍͚ͨͩͳ͍߹ɺҙܧଓͷ͕֨ࢿऔΓফ͞Ε·͢

ᶄのҙܧଓのखଓ͖͕ࡁΜで͍ͯɺᶅおΑͼᶆのॲཧ͕͞Ε͍ͯͳ͍ͱҙܧଓの
อূݥΛަすΔ͜ͱ͕で͖·せΜ。

˻ҙܧଓにؔ͢る͓い合Θͤઌۀ�άϧʔϓ��ὸ���ô���ô�����˼

˻保険ূճऩにؔ͢る͓い合Θͤઌ�Ϩηϓτάϧʔϓ�ὸ���ô���ô�����˼�

⁞ʦ͝ຊ人ʧ

❷ ［ご本人］

❺ ［協会けんぽ］保険証と納付書を郵送

อূݥΛۀࣄॴʹฦ٫
ʢୀ৬ޙ༻Ͱ͖·
ͤΜʣ

ʦۀࣄओʧ
ඃอ֨ࢿऀݥࣦಧͱอূݥ
Λ֨ࢿࣦͷ͔Β̑Ҏ
ʹຊ年ۚߏػʹఏग़

ʦ日ຊ年金ߏػʧ
ඃอ֨ࢿऀݥͷࣦొ
ॲཧ

全国健康保険協会 沖縄支部
協 会 け ん ぽ

退職される方にお知らせください！

保険証の回収 にご協力をお願いします！
退職で資格喪失される方の݈߁อࣄݥ͝୲ͷօ͞ま

健康保険任意継続のご案内
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＼年金事務所からのお知らせです。／

֤ۚࣄ務ॴͷ
ຽۚ՝ࠃ
ࣗಈԻҊ
ʮ2ˠ2ʯ

ಹ 098-855-1111
098-877-0343
098-933-2267
0980-52-2522
0980-72-3650
0980-82-9211

ಹ
Ӝఴ
ίβ
ޢ໊
ฏྑ
ੴ֞

098-855-1111ಹ

˓ఴॻྨʹͭいͯ
出࢈લにಧॻのఏ出を͢Δ場合ɿ߁݈ࢠखாͳͲ

ɿग़産۠ࢢொଜͰ֬ೝͰ͖ΔͨΊݪଇෆཁ
ͨͩ͠ɺඃ保険ऀͱ͕ࢠผੈଳͷ߹ग़ੜূ໌ॻͳͲग़産ٴͼ
ؔࢠΛ໌Β͔ʹ͢Δॻྨ

ͷఴॻྨʹͭいͯࡍ͏ߦਓ番߸ʢϚΠφϯόʔʣʹΑΓಧग़Λݸ˓
ಧग़ऀຊਓ͕૭ޱͰಧॻΛఏग़͢Δ߹ɺϚΠφンόーカーυʢݸਓ൪߸カーυʣΛఏ͍ࣔͯͩ͘͠͞ɻ
Ͱͳ͍߹ɺҎԼͷᶃ͓ΑͼᶄΛఏ͍ࣔͯͩ͘͠͞ɻ͓ͪ࣋
ͳ͓ɺ༣ૹͰಧॻΛఏग़͢Δ߹ɺϚΠφンόーカーυͷදɾཪ྆໘コϐー·ͨϚΠφンόー
カーυҎ֎ͷ߹ᶃͱᶄ྆ํͷコϐーΛఴ͍ͯͩ͘͠͞ɻ
ɹᶃϚΠφンόー͕֬ೝͰ͖Δॻྨɿ௨カーυɺݸਓ൪߸ͷද͕ࣔ͋Δॅຽථͷࣸ͠
ɹᶄݩʢ࣮ଘʣ֬ೝॻྨɿӡస໔ূڐɺύεϙートɺཹࡏカーυͳͲ

お問い合わせ先忘れずに手続きを
しましょう。

ฏ��݄͔̐ΒຊۚߏػϗーϜϖーδ͔Βಧग़༻ࢴΛμウンϩーυ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ͢Δ༧定Ͱ͢ɻ·ͨɺهೖͷํ๏ซͤͯ͢ࡌܝΔ༧定Ͱ͢ɻ
˒ຊۚߏػϗʔϜϖʔδɹIUUQT���XXX�OFOLJO�HP�KQ
·ͨɺఏग़ͷࡍҎԼͷॻྨΛ͝༻ҙ͍ͩ͘͞ɻ

ฏ���݄͔Β࢈લؒظޙ࢈ͷ
� ྉが໔আͱͳりますݥຽۚอࠃ

໔আؒظ
ɹग़産༧定ຢग़産͕ଐ͢Δ݄ͷલ݄͔Β�͔݄ؒʢҎԼʮ産લ産ؒظޙʯͱ͍͍·͢ɻʣͷࠃ
ຽۚ保険ྉ͕໔আ͞Ε·͢ɻ
ɹͳ͓ɺଟ৷ͷ߹ɺग़産༧定ຢग़産͕ଐ͢Δ݄ͷ�͔݄લ͔Β�͔݄ؒͷࠃຽۚ保
険ྉ͕໔আ͞Ε·͢ɻ
ɹ˞ग़産ͱɺ৷��ʢ�͔݄ʣҎ্ͷग़産Λ͍͍·͢ɻ
ɹʢࢮ産ɺྲྀ産ɺૣ産͞ΕͨํΛؚΈ·͢ɻʣ

ର  ऀ
ɹʮࠃຽۚୈ̍߸ඃ保険ऀʯͰग़産͕ฏ���݄�Ҏ߱ͷํ

ಧ出ظ࣌
ɹग़産༧定ͷ�͔݄લ͔Βಧग़ՄͰ͢ͷͰɺ͔ʹಧग़͍ͩ͘͞ɻ
ɹ˞ͨͩ͠ɺಧग़͕Ͱ͖Δͷฏ���݄͔ΒͰ͢ɻ

ಧ 出 ઌ
ɹ͓ॅ·͍ͷࢢʢ۠ʣॴ·ͨொଜͷࠃຽۚ୲૭ޱ

ࢪ ߦ 日
ɹฏ��݄̐̍
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＼年金事務所からのお知らせです。／

従業員が退職した時など、被保険者資格を喪失した時は
�������ʮ֨ࢿࣦূ໌ॻʯを作成し交付してください。�������ʮ֨ࢿࣦূ໌ॻʯを作成し交付してください。を作成し交付してください。

ʢ࡞ྫʣ

事業主交付用
（協会けんぽ版）

忘れていま
せんか?

͓͍߹Θͤઌɺ֤ ۚࣄ務ॴͷ
ద༻ௐ ʢࠪऩʣ՝Ͱ͢ɻࣗ ಈԻҊʮ�ˠ2ʯ
˒ಧग़ॻྨͷ༣ૹͰͷఏग़ઌ�˟���ô�����ԬݝԬࢢതଟ۠ӿా�ô�ô���"1ӿాϏル��ຊۚߏػ�ԬҬࣄ務センターѼ

ಹ 098-855-1111
0980-52-2522

ಹ
ޢ໊

Ӝఴ 098-877-0343
ฏྑ 0980-72-3650

ίβ 098-933-2267
ੴ֞ 0980-82-9211

年　金　太　郎

年金　花子 妻

子年金　大介

那覇市壺川 2-3-9

ネン

900-0025

8250-123456

31

38 9 23 31 3 1

31 3 17 10 15

5 11 1

5 11 1

7 10 15

31 3 5

3 1

34 5 6

キン タロウ

○○商事

○○○ ○○○○ ○○-○

○○  ○○

○○○-○○○-○○○○
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ॻࠐઃར༻ձһূਃࢪ

会員事業所の皆様へ、宿泊施設などの
優待利用（割引）のご案内です。

ɹ͝ར༻͍͚ͨͩΔํɺڠ会ʹՃೖ͞Ε͍ͯΔࣄ業ॴͷ৬һͱͦ
ͷՈͷօ༷ͰɺνΣοΫΠン࣌ʹʮࢪઃར༻ձһূʯ͕ඞཁʹͳΓ
·͢ɻ
ɹ॓ധࢪઃ༏ར༻Λ͝رͷํɺ͜ͷਃࠐॻΛ'"9·ͨはిࢠ
ϝʔϧͰڠձ·ͰおૹΓͩ͞いɻڠ会͔Βʮ॓ധࢪઃར༻ձһ
ূʯΛ͓ૹΓக͠·͢ɻ
ɹ͝ར༻ํ๏ɺৄ͘͠ڠ会ͷϗーϜϖーδΛ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻͳ
͓ɺଞͷׂҾྉۚサーϏεʢϗςルύοΫʣͱซ༻Ͱ͖·ͤΜɻ

ધһอݥձࢪઃ
■ 全国の４施設

ϗςϧ๏՚Ϋϥϒάϧʔϓ
■ 沖縄県内、ホテル法華クラブ
　 那覇新都心／アルモントホテル　那覇県庁前

ɾϓϦϯεϗςϧάϧʔϓྠߴ
■ 東京都の４施設

ϓϦϯεϗςϧ༏ϓϥϯ
■ 全国のプリンスホテル・スキー場・ゴルフ場等

౬շϦκʔτ
■ 全国28施設

μΠϫϩΠϠϧϗςϧζ
■ 全国27施設

͔ΜΆͷ॓
■ 全国50施設

フロントへ提示

フロントへ提示

提示不要

フロントへ提示

フロントへ提示

フロントへ提示

フロントへ提示

※対象施設、予約電話番号等は当協会のホームページに記載してあります。

※印は必ずご記入下さい。事業所記号は、「社会保険おきなわ」を郵送した封筒の宛名シールに記載されております。

施　　設　　名 施設利用会員証

※事業所名 ※ご担当者名

※〒

※事業所所在地

※TEL 事業所記号

（ふりがな） （ふりがな）

'"9ɿ098-861-2682·ͨは
&-NBJM�PLJTZBULZP!SZVDPN�OF�KQͰ͓ਃࠐΈԼ͞いɻ
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　「笑顔」でいると、人の心身に思いもよらない
良い効果があることをご存知でしょうか？それ
は、私たちの脳が「今は幸せである」と認識し
てくれるからです。そうすると、幸せホルモン
をはじめとして、様々な良いホルモンの分泌を
促してくれることが証明されているのです。
　また、「笑顔」は伝染します。あなたが笑顔で
いることで、家庭や職場の雰囲気を明るくする
こともできます。笑顔でいると、楽しくリラッ
クスした状態になりますよね。あなたの周りの
人たちにも伝染し笑顔になり、家庭や職場の雰
囲気が明るくなるのです。
　さらに、笑顔は気分を高揚させる力がありま
す。仕事へのやる気や実行力が高まります。あ
なたの笑顔で周りの人たちも笑顔になり、みん
なの仕事の能率を上げ、生産性が高まるのです。
　一方、「笑顔」のない職場を想像してみてくだ
さい。職場に、しかめ面の人がいると、周りの
人はストレスを感じ、いつも緊張状態にいると
思考の幅を狭めてしまいます。そして、思考の
幅が狭まると問題解決能力が落ち、仕事の能率
も落ちてしまうのです。
　生産性の低下した職場、その原因の一つが、「ハ
ラスメント」なのです。

　「ハラスメント」とは、「嫌がらせ・迷惑行為」
を意味します。すでに法制化されたセクハラ・
マタハラや法制化に向け指針が示されたパワハ
ラと様々なハラスメントが存在します。
　社会は色々な人が暮らし影響し合っています。
例えば、地震など自然災害の被災地へボランティ
アに行く人もいれば、泥棒に行く人もいる。多
様なレベルに合わせて法律やルールがあります。
　職場も同様に多様な人・価値観がありますが、
でも一つ一致している点があります。それは、
誰もが職場に属しながら「幸せになりたい」と
願っているという点です。この一致している点
を手掛かりに組織開発を行います。
　人の持つ時間とエネルギーは限られています。
法的に何がセーフで何がアウトかを学び、ハラ
スメントを防止することにより、意識と視野を
広げ、明るい未来へ向かうことを提案します。
　一人ひとりが、健全な考え方を持ち、「エネル
ギーを奪う人ではなく、与える人になる」と決
意することで、自分の言葉や行動に留意する。
そうすることで、次元の高い働き方となり、周
囲へ良い影響を与え・広がり、誰もが働きやす
い「笑顔」の職場へと変わっていくでしょう。

大城 朝野氏

ハラスメントのない
～「笑顔」の職場づくりのために～

column 笑顔の職場づくり

　生きがい、働きがい、経営研究所 「ハタワークス代表 組織開発＆メンタルヘルスコンサルタント 「沖縄版
メンタルヘルス」を標榜し、2012年、生きがい、働きがい、経営研究所　「ハタワークス」設立する。組織開発・
キャリア開発コンサルティング、メンタルヘルスコンサルティングを行う。最新の心理学的手法を基に『働
きがい』のある職場環境づくりを通し、働く個人には『生きがい、働きがい』を、企業・組織には『生産性向上』
に寄与するために個人と組織にアプローチする。 

【資格等】 
国家資格：社会保険労務士、キャリアコンサルタント
民間資格：シニア産業カウンセラー (日本産業カウンセラー協会)、認定ハラスメント防止コンサルタント

（21世紀職業財団）、メンタルウェルネストレーニングインストラクター（ＭＷＴ協会）、キャリ
アシフトチェンジインストラクター（中央職業能力開発協会）等

プ

おおしろ あさ の
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৬ͷ݈ͮ͘߁ΓΛ͓ख͍͠·͢�
～沖縄県社会保険協会では、

職場で働く皆さまの健康管理・保持・増進など、
健康づくりの支援事業を行っています～

◇健康づくり講師の派遣◇

◇健康づくりDVDの無料貸出◇

健康づくりに関する費用は無料です!!

【講演内容：例】

保健師

・生活習慣病の予防
　講習
・健康相談
　（血圧・体脂肪等
　 測定）

保݈ɾӫཆɾӡಈなͲ、ͦれͧれのઐελοϑが、あなたの৬にいます。
৬Ͱ݈ͮ͘߁ りをお͑ߟのํ、͜のػ会にੋඇご利用͘ ͩさい�

˒༰はごཁにԠ͡て対Ԡさͤてきます。おܰؾにご૬ஊͩ͘ さい。
Έͩ͘ࠐの֬保ɾௐのたΊ、Ұϲ݄લまͰにおਃしࢣߨ˒ さい。
˒डߨ者は、��名༷Ҏ্Ͱئいします。
�������������������������������������������������　　　　　�������ʪ࣮施対象当協会会員事所ʫ

ԭೄݝ社会保険協会Ͱは、৬にのօ༷の݈ͮ͘߁ りのൃܒに用されΔΑ͏ 、
ͮ͘߁݈ りにؔすΔ%7%をແྉͰିग़しております。

˒্ө࣌ ɿؒ約��ఔ
˒आ用࣌ ɿؒ�िؒఔ
রͩ͘ࢀは)1をごࡉৄ） さい）

%7% ༰ͷҰྫ
ɾΥーΩϯά、ジϣΪϯά� ɾਭͱ݈߁
ɾϝϯλルϔルε、ετϨε� ɾੜ׆श׳のݟし　等ʑ

管理栄養士

・食事と健康
・ヘルシー献立の
  立て方
　（食事ダイエット法）

・セクハラ、パワハラ
・メンタルヘルス
・ソーシャルワーク

健康運動指導士

・健康体操
　（腰痛・肩こり予防）
・すぐ出来るストレッチ
　　

Ұൠஂࡒ法ਓ�ԭೄࣾݝձอڠݥձ　ὸ���ô���ô����

˖社会อݥ࿑࢜が、社会อݥの制や事手ଓきのٙ問点についてి૬ஊを行います。
ɹ݄̏̍	ۚ
ɺ̔	ۚ
ɺ��	ۚ
ɺ��	ۚ
ɺ��	ۚ

ɹ݄̐̑	ۚ
ɺ��	ۚ
ɺ��	ۚ
ɺ��	ۚ
ɻ֤͔࣌�ޙޕΒ࣌�·Ͱɻ
　୲　ಛఆ社会อݥ࿑࢜　間�༸ࢯ�ࢠ
˖ి൪߸　ԭೄݝ社会อڠݥ会　ὸ������������

ࣾձอݥ労͕࢜ɺࣾձอݥの͔Βͳ͍͜とに͍͓ͭͯ͑͠·すɻ
無料電話相談

ৄし͘は8E#Ͱʂ ԭೄݝ社会保険協会

健康づくりを
職場でも

はじめてみよう!
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